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平成９年（行ツ）第２１１号 

 
判 決 

 
当事者の表示   別紙当事者目録記載のとおり 

 
 上記当事者間の名古屋高等裁判所平成８年（行コ）第２８号，同９年（行コ）第４号生

活保護処分違法確認等請求控訴，同附帯控訴事件について，同裁判所が平成９年８月８日

に言い渡した判決に対し，上告人から上告があった。よって，当裁判所は，次のとおり判

決する。 

 
主 文 

 
１ 本件訴訟のうち平成５年７月３０日にされた申請に対し被上告人名古屋市中村区社会

福祉事務所長がした保護開始決定の取消しを求める請求に関する部分は，平成１１年１

０月２２日上告人の死亡により終了した。 
２ その余の本件上告を棄却する。 
３ 前項に関する上告費用は上告人の負担とする。 

 
理 由 

 
１ 本件訴訟中保護開始決定の取消しを求める請求に関する部分の終了について 

要保護者が国から生活保護法による保護を受ける権利は一身専属の権利であるところ，

職権をもって調査するに，記録によれば，上告人は，本件訴訟が当審に係属した後の平

成１１年１０月２２日に死亡したことが明らかであるから，本件訴訟のうち本件保護開

始決定の取消しを求める請求に関する部分は，上告人の死亡により終了したものという

べきである。 
２ 上告代理人内河惠一，同渥美裕資，同竹下義樹，同尾藤廣喜，同新井章，同加藤文也，

同菅沼友子，同北村栄の上告理由第一（第二，第三に関する部分），第二，第三，第七

（第二，第三に関する部分）について 
所論の点に関する原審の判断は，正当として是認することができる。論旨は，違憲を

いう点を含め，独自の見解に立って原審の上記判断における法令の解釈適用の誤りをい



うものにすぎず，採用することができない。 
３ 同第一（第四，第五，第六に関する部分），第四，第五，第六，第七（第四，第五，第

六に関する部分）について 
所論は，要するに，本件保護開始決定当時上告人が生活保護法４条１項の定める保護

の補足性の要件を充足していたのに，上告人が実際にその能力を活用できる場がなかっ

たとはいえないとして，生活保護受給の要件が備わっていないとした原判決には，経験

則違反，採証法則違反，理由不備，理由齟齬，審理不尽の違法があるというものである

ところ，所論の点に関する原審の認定判断は，原判決挙示の証拠関係に照らし，是認し

得ないものではなく，その過程に所論の違法があるとはいえない。論旨は，原審の専権

に属する証拠の取捨判断，事実の認定を非難するものにすぎず，採用することができな

い。 
よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。 
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